
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
火災保険にご加入いただくだけでは、地震や噴火などによる損害のみではなく、火災等（発生原因を問いません）

が地震などによって延焼・拡大したことによる損害についても、損害保険金をお支払いできません。 

これらの損害を補償するためには、地震保険へのご加入が必要です。 

ご注意下さい！！ 火災保険のみでは地震等による損害は補償されません。 

●ご相談・お申込先

〒104-8252 東京都中央区新川2-27-2 

お客さまデスク ＴＥＬ：03-3615-3111 

平日／9:15～20:00 土日祝日／9:15～17:00 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.ms-ins.com 

※「地震保険」の詳細につきましては、地震保険のパンフレット等をご覧下さい。 

また、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、東海地震に係る地震 

防災対策強化地域に所在する建物または家財については、地震保険をご契約にはなれません。

日本は世界有数の地震国・火山国です。 

関東地方は、３つのプレートが係わる複雑な構造の地域であり、地震が頻繁に発生しております。 

関東地方は、首都圏直下の地震や神奈川県西部の地震が懸念されており、いつ大地震が発生しても 

おかしくありません。 

この機会に「地震・噴火への備え」として、地震保険へのご加入をご検討下さい！ 

【関東地方の主な活断層】 

地震への備えを

考えなければ… 

 首都圏直下型地震の被害想定
（被害想定の前提条件）
　・震源：東京区部直下、規模：Ｍ7.2、
　　震源の深さ：地下20～30㎞、冬の平日PM18:00

被害状況 被害数

建物全半壊 約１２万１千棟

焼失棟数 約３８万棟
※東京都による試算（平成9年8月）

関谷断層 

平井－櫛引断層 

東京湾北縁断層 

立川断層帯 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 地震保険料の目安  
（保険の目的：建物、地震ご契約金額１０００万円、地震保険割引なし） 

 マンション 一戸建て 
建物構造 鉄筋コンクリート造り 木造モルタル塗り 
群馬・茨城・栃木・山梨  ７，０００円 １６，５００円 
埼玉・千葉 １３．５００円 ２３，５００円 1年一括払

保険料 
東京・神奈川 １７，５００円 ３５，５００円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

■地震保険の主な特長 
１． 日本政府による再保険制度が導入されています 
２． 支払保険金は「一部損・半損・全損」の３段階かつ定額支払いです 
３． 地震・噴火・津波による損害を補償（火災保険では補償されません） 
４． 地震・噴火・津波が原因で発生した火災事故も補償（火災保険では補償されません） 
５． 火災保険と同時に加入する必要があります。（地震保険だけの加入はできません。また、 
   加入されない場合には、加入しない事を確認する為の押印が必要です。） 

■保険金のお支払いについて 
保険金のお支払い額 

損害の程度 
建物 家財 

全損 地震ご契約金額の１００％（時価が限度） 
半損 地震ご契約金額の５０％（時価の５０％が限度） 
一部損害 地震ご契約金額の５％（時価の５％が限度） 

 

 

●ご相談・お申込先

案外お手頃

なんだね… 
地震保険の割引制度について 

ご契約の対象である建物またはご契約の対象である家財を収容する建物が次のいずれ

かに該当する場合は、地震保険料の割引をいたします。 
① 耐震等級割引（１０％～３０％） 

② 建築年割引（１０％）：建物が、昭和５６年６月１日以降に新築された建物である場合 
＊ いずれの場合も所定の確認資料をご提出頂くことが必要です。 
 詳細は弊社の代理店もしくは営業課支社へお問い合せ下さい。 

このちらしは「地震保険」のあらましです。詳しくは「パンフレット」、「ご契約のしおり」等をご覧下さい。 

地震保険のご契約金額は建物・家財ごとに火災保険のご契約金額の 30%～50%で設定します。 

（ただし、建物については 5,000 万円、家財については 1,000 万円が限度となります。） 


